
 

山口市こども医療費助成要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、こどもの医療費を助成することにより、子育て世帯への経済的支援

を拡充するとともに、こどもの保健の向上に寄与し、安心して子育てができるまちづく

りを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

 (1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

(3) 私立学校教職員共済組合法（昭和２８年法律第２４５号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

(5) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

２ この要綱において「こども」とは、満６歳に達する日の翌日以後最初の４月１日から

満１８歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

３ この要綱において「保護者」とは、こどもを監護する親権者、後見人その他の者をい 

 う。 

４ この要綱において「社会保険各法の規定による医療に関する給付」とは、疾病又は負 

傷につき社会保険各法による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保 

険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療 

養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。 

（対象者の範囲） 

第３条 この要綱において「対象者」とは、山口市内に住所を有し、住民基本台帳に記載

されているこども又は国民健康保険法第１１６条若しくは第１１６条の２の規定によ

り山口市が行う国民健康保険の被保険者としたこども（ただし、他の市区町村において

助成を受けることができる者を除く。）のうち、社会保険各法の規定による被扶養者又は

被保険者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号若しくは同条第２ 

項の措置又は同法第３３条の規定による一時保護を受けている者であって、国又は地

方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者 

(3) 国民健康保険法第１１６条又は第１１６条の２の規定により他の市区町村が行う

国民健康保険の被保険者とされた者 

 



 

（助成の範囲） 

第４条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による医療に関す

る給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額（その者が社会保険各法に

よる療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法

の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。）が当該医療に要する費用

の額に満たないときは、その満たない額に相当する額（社会保険各法による入院時食事

療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの

法律に規定する食事療養標準負担額を除いた額とする。）を、この要綱に定める手続に従

い、こども医療費として対象者の保護者に助成するものとする。ただし、当該疾病又は

負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体が行う医療費の給付等を受けられ

る部分以外の医療費とし、第三者の行為による傷病に係る医療費を除く。 

２ 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例に

より算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。 

（受給者証の交付申請） 

第５条 こども医療費の助成を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書（様

式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付又は提示等して申請しなければならない。な

お、山口市乳幼児医療費助成制度の助成を受けている児童が、満６歳に達した日の翌日

以後最初の４月１日を迎えた場合は、本条に規定する申請があったものとみなす。 

(1) 社会保険各法に基づく被保険者であることを電磁的方法で表示したもの、又はそれ

を記載した書面 

(2) 前号で確認できない情報がある場合は、申請者からの聞き取り等により内容を確認

することができる。 

２ 前項の申請に当たって、こども医療費の助成を受けようとする者は次に掲げる事項に

ついて、同意しなければならない。 

 (1) 医療に関する給付が行われた場合、高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確

認のため、被保険者の世帯の課税状況を調査すること。 

 (2) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金の支給を受けるこ

とができる場合、申請及び受領について市長に委任すること。 

 (3) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金を受けた場合、市

の過払い相当額を市へ返還すること。 

 (4) 保険者に対して医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を市が

確認すること。 

 (5) 山口市こども医療費助成要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したときは、受給者

証の交付をせず、又はすでに交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の

全部または一部を支給しない場合があること。 

 

 



 

（受給者証の更新申請） 

第６条 福祉医療費受給者証（様式第２号。以下「受給者証」という。）の交付を受けてい

る者（以下「受給者」という。）の保護者は、毎年７月１日から同月３１日までの間に、

市長に対し、福祉医療費受給者証更新申請書（様式第１号）に、前条第１項各号に掲げ

る書類を添えて受給者証の更新を申請することができる。 

２ 前項の申請に当たっては、前条第２項の規定を準用する。 

（受給者証の交付） 

第７条 市長は、第５条又は前条に規定する申請書の提出があった場合において、その申

請に係る者が対象者であると認めるときは、対象者に対し、受給者証を交付するものと

する。 

２ 受給者証の有効期間は、交付の日（更新の場合にあっては、その年の８月１日）か 

らその日以後最初に到来する毎年７月３１日までとする。ただし、第２条第２項に該当

する者のうち満１８歳に達するこどもが対象者となるものについては、満１８歳に達す

る日以後最初の３月３１日までとする。 

（受給者証の提示） 

第８条 受給者は、こども医療費の助成を受けようとするときは、当該医療を受けようと

する保険医療機関等から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保

険者であることの確認を受けるとともに、受給者証を提示しなければならない。 

（助成の方法） 

第９条 第４条に規定するこども医療費の助成は、当該こども医療費を保険医療機関等に

支払うことにより行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による医療費の支払を行う場合において保険医療機関等に支払う

べき医療費の額の審査及び支払に関する事務を山口県国民健康保険団体連合会に委託

する方法により行うものとする。 

（償還払い） 

第１０条 前条の規定にかかわらず、市長は、こども医療費の助成を受けようとする者が

次の各号のいずれかに該当するときは、償還払いの方法により医療費の助成を行うもの

とする。 

 (1) 受給者証の交付前に保険医療機関等で医療を受けた場合 

(2) 県外の保険医療機関等で医療を受けた場合 

(3) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別に必要があると認めた場合 

２ 前項の規定によるこども医療費の助成を受けようとする者は、市長に対し、福祉医療

費助成申請書（様式第３号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて

申請しなければならない。 

(1) 社会保険各法の規定による一部負担金を支払ったことを証する資料若しくは他の

法令等による給付に関し費用徴収金が課せられる場合は、措置の実施機関の発行する

決定通知書又は医療機関の発行する領収書等の当該費用徴収金額が確認できる資料 



 

(2) 高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金その他これに類する給付を

受けることができる場合若しくはできた場合、又はその他法令等の規定により給付を

受けることができる場合若しくはできた場合は、その給付金額が記載された書類 

３ 前項の規定による申請書の提出にあたっては、受給者証を提示しなければならない。 

４ 第２項の申請書の提出は、受診した日から起算して２年以内に行わなければならない。 

５ 市長は、第２項の申請書が提出された場合、その内容を審査し適当と認めるときは、

当該申請に係る助成の額を決定の上、支給するものとする。 

（助成の制限等） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証の交付をせず、又は

既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部若しくは一部を支給し

ないことができる。 

(1) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を請

求することができるとき。 

(2) 受給者の疾病又は負傷が受給者の保護者の故意による犯罪行為により生じたもの

であるとき。 

(3) 受給者の保護者が助成の決定に関する書類で市長が必要と認めるものを提出しな

いとき。 

(4) 受給者の保護者が市に返還すべき高額療養費及び高額介護合算療養費ならびに付

加給付金又は医療費等を納付しないとき。 

(5) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。 

（調査） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、この要綱によるこども医療費の助成を受

けようとする者及び受ける者に対し、対象者の父母の収入、資産、家族の状況等に関し

報告を求め、又は関係職員をして調査させるものとする。 

（変更事項等の届出） 

第１３条 受給者の保護者は、受給者及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、

速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。（様式第５号） 

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。（様式第６号） 

(3) 助成の対象となる医療の事由が第三者の行為によるとき。 

(4) 受給者証を紛失したとき。（様式第９号） 

(5) 市外へ転出するとき。（様式第７号） 

(6) 医療費の助成がある施設へ入所するとき。（様式第７号） 

(7) 生活保護を受けるようになったとき。（様式第７号） 

(8) 他の法令等により医療費の助成を受けられるとき又は受けたとき。 

(9) 高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金を受けたとき。 

 



 

２ 受給者の保護者は、受給者の住所と異なる住所に福祉医療費受給者証更新申請書及び

受給者証の送付先を変更したいときは、市長に対し、福祉医療費更新申請書・受給者証

送付先変更申出書（様式第８号）を提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申出書が提出された場合、その内容を審査し適当と認めるときは、変

更された住所へ福祉医療費受給者証更新申請書及び受給者証を送付するものとする。 

（受給者証の再交付申請） 

第１４条 受給者の保護者は受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給

者証再交付申請書（様式第９号）を市長に提出して、その再交付を申請することができ

る。 

２ 受給者証を破り、又は汚した場合における前項の再交付申請には、その受給者証を添

えなければならない。 

３ 受給者の保護者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見した時は、

直ちに、これを市長に返還しなければならない。 

（受給者証の返還） 

第１５条 受給者の保護者又はその家族は、第６条の規定による受給者証の更新の申請を

しないとき又は受給者が死亡したとき若しくは受給者としての要件を欠くに至ったと

きは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。（様式第７号） 

（こども医療費の返還等） 

第１６条 市長は、偽り、その他不正な手段によりこども医療費の助成を受けた者がある

ときは、その者から、既に助成したこども医療費の全部又は一部を返還させるものとす

る。 

２ 市長は、受給者の保護者が受給者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができ

るときは、その金額の限度において、こども医療費の全部若しくは一部を助成せず、又

は既に助成したこども医療費の額に相当する金額を返還させるものとする。 

３ 受給者の保護者及び被保険者は、受給者に係る医療費について、高額療養費及び高額

介護合算療養費並びに付加給付金その他これに類する給付の支給があったときは、その

金額の限度において、その金額に相当するこども医療費を返還しなければならない。 

４ 市長は、第４条の規定による助成すべき額を超えて助成したときは、受給者の保護者

又は被保険者から、その過払い相当額を市へ返還させるものとする。ただし、被保険者

から同意を得た上で、市長が保険者から過払い相当額を代理受領できた場合は、この限

りでない。 

 （電子申請） 

第１７条 前条までの規定にかかわらず、第５条第１項及び第６条第１項、第１３条、第

１４条に規定する申請及び届出は、電子情報処理組織（山口市の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請及び届出する者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織という。）を使用して行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた申請は、前条までに規定する様式により行われたものとみ



 

なして、当該申請及び届出に関する前条までの規定を適用する。 

３ 第１項の規定により行われた申請は、同項の山口市の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルへの記録がされたときに、山口市に到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、山口市は、当該申請に関する他の規定により署名等すること

としているものについて、当該規定にかかわらず氏名又は名称を明らかにする措置であ

って、山口市で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年１２月２日から施行する。 


